
すがまプラザ住宅エリア村民ファースト販売区画宅地分譲要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本村への定住を促進し、地域の活性化を図るため、本村が保有する「す

がまプラザ住宅エリアの村民ファースト区画（以下「宅地」という。）」を村にゆかりのあ

る方や村内に事業所を有する法人等へ分譲するにあたり、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 住宅 自らが居住するための専用住宅をいう。 

(2) 分譲 宅地の所有権を譲渡することをいう。 

(3) 譲受人 村が分譲する宅地について譲渡を受ける者をいう。 

（設置） 

第３条 分譲する宅地の分譲地名及び所在地は、別表１のとおりとする。 

（申込者の募集） 

第４条 村⾧は、宅地の分譲を希望する個人及び法人（以下「申込者」という。）の募集を

公募により行うものとする。 

２ 村⾧は、前項の募集にあたり、分譲する区画について、➀分譲地名、➁所在地、➂区画

数及び１区画あたりの面積、➃分譲価格、➄申込者の資格、➅分譲の条件、⑦申込みの方

法、⑧申込みの期間、⑨分譲の選定方法など必要な事項を公表するものとする。 

３ 村⾧は、第１項の公募により、未分譲の区画がある場合には、随時申込者の公募を行う

ことができる。 

（申込者の資格） 

第５条 申込者は、次に掲げる全ての要件を備える者でなければならない。 

(1) 玉川村に定住する意思があって、自らの宅地を必要としている個人であること。又

は、村内に事業所を有する法人であること。 

(2) 玉川村にゆかりのある者であり、別表２の例による者であること。 

(3) 申込者及び申込者と同居しようとする者が、本村又は住所地の市町村県民税等を滞

納していないこと。法人にあっても同様とする。 

(4) 申込者及び申込者と同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団及び反社会的行動

を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者

でないこと。法人にあっても同様とする。 

（分譲の条件） 

第６条 村⾧は、次の各号の条件を付して分譲を行うものとする。 

(1) 個人にあっては、宅地を住宅用地として使用すること。法人にあっては、従業員宿



舎・賃貸集合住宅等として使用することも可能とする。 

(2) 宅地の引渡しを受けた日から３年以内に、住宅、集合住宅を建築すること。 

(3) 個人にあっては、宅地の引渡しを受けた日から３年以内に住民登録をして居住する

こと。 

(4) 宅地の引き渡し後 3 年間は、宅地を第三者に貸与し、又は譲渡してはならないこと。 

(5) 土地の管理及び住宅の建築にあたっては、当該地域の風致・景観を損なうことのな

いようにしなければならない。 

２ 前項第２号から第４号の規定は、村⾧が認めたときはこの限りでない。 

（申込み方法） 

第７条 申込者は、すがまプラザ住宅エリア村民ファースト販売区画宅地分譲申込書（様式

第 1 号）に次の各号に掲げる書類を添えて、村⾧に提出しなければならない。 

(1) 申込者及び申込者と同居しようとする者の住民票の写し（法人にあっては定款等） 

(2) 申込者及び申込者と同居しようとする者の直近２年間の本村又は住所地の市町村県

民税等に係る納税証明書又は非課税証明書。法人にあっても同様とする。 

(3) 村民であることや玉川村とのゆかりがわかる書類（任意書類） 

２ 申込みは、第１希望区画～第 3 希望区画を申込書に記載できる。ただし、同居しようと

する者との複数申込みはできないものとする。 

(分譲の決定) 

第８条 村⾧は、前条の規定により受付した申込者について、第５条に定める要件を有する

者か審査を行い、譲受人を決定するものとする。 

２ 第 1 希望区画を優先し、希望区画に対する申込が複数ある場合は、前項の審査を行っ

た後、抽選により譲受人を決定するものとする。第 2 希望区画、第 3 希望区画について

も同様に抽選により譲受人を決定するものとする。 

３ 抽選に外れた者は、追加申込みとして、申込者のない区画を申込みすることができる。 

４ 村⾧は、審査及び抽選の結果について、当該申込者に通知するものとする。 

(分譲価格) 

第９条 区画の分譲価格は、別表１のとおりとする。 

(契約の締結) 

第 10 条 譲受人は、宅地分譲申込結果通知日から 14 日以内に、分譲地譲渡契約書(様式第

2 号)により、宅地の売買契約等を締結しなければならない。 

(分譲代金の納入) 

第 11 条 譲受人は、前条に規定する契約の締結と同時に、別表１に規定する分譲価格の 

100 分の 10 相当額(1,000 円未満は切捨て)を契約保証金として、村⾧に納入しなければ

ならない。 

２ 契約保証金には利息を付さず、残代金支払時に分譲代金の一部に充当する。 

３ 譲受人は、契約締結の日から 90 日以内で村⾧が指定する日までに、分譲価格から第 1 



項に規定する契約保証金を控除した額を納付しなければならない。 

  (宅地の引渡し) 

第 12 条 宅地の引渡しは、前条に規定する分譲代金の納入された日をもって行うものとす 

る。 

２ 宅地の引渡し後、村⾧は宅地引渡書(様式第 3 号)を交付し、譲受人は、宅地受領書(様 

式第 4 号)を村⾧に提出するものとする。 

３ 譲受人は、宅地の引渡し後、宅地を常に良好に管理し、快適な住宅環境の維持に努めな

ければならない。 

(所有権移転登記) 

第 13 条 村⾧は、第 11 条に規定する分譲代金の納入を確認後、速やかに当該宅地の所有 

権移転登記手続を行うものとする。 

(分譲決定の取消し及び契約の解除) 

第 14 条 村⾧は、譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、分譲決定を取消し、又 

は宅地の引渡し前に契約の解除をすることができる。 

(1) 宅地の売買契約の締結に至るまでの譲受人の申告に虚偽の内容があったとき。 

(2) 第 5 条のいずれかの要件を備えていないと認められたとき。 

(3) 第 10 条に定める期間内に契約を締結しないとき。 

(4) 第 11 条に定める分譲代金を納入しないとき。 

(5) 第 18 条に定める費用を負担しないとき。 

(6) その他この要綱及び契約の条項に違反したとき。 

(宅地の買戻し) 

第 15 条 村⾧は、宅地の売買契約において、宅地の引渡しを受けた日から５年間を買戻期

間とする買戻し特約を締結し、かつ、宅地の所有権移転登記の際に買戻特約の登記を付す

る。 

２ 村⾧は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その宅地を買い戻すことがで

きる。 

(1) 宅地の売買契約の締結に至るまでの譲受人の申告に虚偽の内容があったとき。 

(2) 第６条第１項の条件に違反したとき。 

(3) 譲受人が、強制執行、仮差押、仮処分、競売の申立て又は滞納処分を受けたとき。 

(4) 譲受人について、民事再生(小規模個人再生又は給与所得者等再生)手続開始若しく

は破産手続開始の申立て(自己破産申立てを含む。)があったとき。 

（返還金及び違約金） 

第 16 条 村⾧が第 14 条に基づく契約の解除、又は前条に基づく宅地の買戻しを行ったと

きは、既に受領した分譲代金を譲受人に返還するものとする。ただし、譲受人は、分譲代

金の 100 分の 10 相当額(1,000 円未満は切捨て)の違約金を村⾧に支払わなければならな

い。この場合において、村⾧は、返還すべき分譲代金の内から違約金に相当する額を相殺



して支払うものとする。 

（原状回復) 

第 17 条 譲受人は、村⾧が第 15 条の規定により宅地の買戻しを行ったときは、宅地の引

渡しを受けたときと同様の原状に復元し、村⾧に返還しなければならない。ただし、村⾧

が原状に復元することを要しないと認めるときは、この限りではない。 

２ 前項の場合において、譲受人が損失を受けても村⾧は補償しない。 

３ 村⾧が、相当の期間を定めて催告をしても譲受人が第 1 項の原状回復を行わないとき

は、村⾧は、譲受人に対し第 16 条に定める違約金とは別に宅地の原状回復に要する費用

を請求することができる。 

(費用の負担) 

第 18 条 宅地の売買契約及び移転登記(買戻しによる所有権移転登記及び買戻特約抹消登

記を含む。)に要する費用は、譲受人の負担とする。 

(公租公課) 

第 19 条 宅地の引渡し日以降に賦課される公租公課は、譲受人の負担とする。 

(個人情報の保護) 

第 20 条 村⾧は、この要綱により取得した個人情報を、玉川村個人情報保護法執行条例(令

和５年 3 月 15 日条例第 1 号)に従って適正に管理し、個人情報の保護については必要な

措置を講じなければならない。 

(その他) 

第 21 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村⾧が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１ 

分譲地名 所在地 

南 須 釜 字

奥平地内 

区画番号 土地分譲面

積（㎡） 

土地㎡単価

（円） 

立 地 補 正

（％） 

土地価格

（円） 

すがまプ

ラザ住宅

エリア 

108-39 3 306.60 9,000 100 2,759,400 

108-34 11 257.57 9,000 100 2,318,130 

108-35 12 257.98 9,000 100 2,321,820 

108-36 13 258.12 9,000 100 2,323,080 

108-40 33 334.49 9,000 100 3,010,410 

 

 

別表２ 

玉川村にゆかりのある者

の例 

村民・村内に事業所を有する法人・村民の親戚等・Ｕターン

者・現在村内事業所等にお勤めの方・村が主催する移住定住

相談会等の参加者など 

 

 


